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全面勝訴した国側の鑑定意見書を書いた朝長英樹税理士に聞く

　本誌540号（7頁参照）でもお伝えしていたとおり、3月18日に、①ヤフー株式会社が
合併によって被合併法人であるソフトバンクIDC株式会社から引き継いだ繰越欠損金を
損金算入したことが、国税当局に租税回避行為と認定され課税が行われた事件と、②この
ソフトバンクIDC株式会社が分割によって設立した株式会社IDCフロンティアが資産調
整勘定を計上してその一部を損金算入したことが、やはり国税当局に租税回避行為との認
定を受け課税が行われた事件の両事件について、東京地方裁判所はいずれも国側を全面勝
訴とする判決を下している（会社側は東京高裁に控訴）。
　これらの判決は、平成13年度税制改正において創設された組織再編成税制の中の包括
的な租税回避防止規定である法人税法132条の2（組織再編成に係る行為又は計算の否認）
の適用の可否に関する初めての司法判断であり、今後の組織再編成の実務に非常に大きな
影響を与える。
　そこで本誌では、この法人税法132条の2を含む組織再編成税制の創設を主導し、これ
らの裁判で国側の鑑定意見書を書いた朝長英樹税理士に、判決のポイントなどを聞いた。

132条の2の適用を巡る初の司法裁判

   No.542  2014.4.144

――この2つの裁判の行方は、組織再編成を過
去に実行した企業、検討している企業や、それ
に関わる税理士、弁護士、会計士、金融機関な
どから非常に高い関心を集めていました。朝長
先生が鑑定意見書をお書きになった国側の全面
勝訴という結果となりましたが、今回の判決
は、組織再編成の実務に非常に大きな影響を与
えそうですね。

朝長　そうでしょうね。今後、今回の判決を知
らずに組織再編成をやるということは考えられ
ないと思います。
――最初に、朝長先生がこれらの事件に関わる
こととなったいきさつについて教えてください。
朝長　私は国税庁・財務省出身ですが、現在は
民間の税理士ですので、普段はこうした税務紛
争においても企業側の立場でお仕事をさせてい
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ただいています。しかし、この事件に関して
は、国側から先に依頼があったことから、国側
で裁判に臨むことになりました。具体的には、
国側に助言を行うとともに、3通の鑑定意見書
を書かせていただきました。ヤフー事件で2
通、IDCF（編註：株式会社IDCフロンティ
ア）事件で1通ですが、今回の判決では、これ
らの鑑定意見書において述べた主張は全て採用
してもらったと考えています。
――今回の裁判は、2つの大手法律事務所から
弁護士が10人、さらにヤフーの元社長やソフ
トバンクの社長まで証人として法廷に出るとい
う壮絶なものだったとお聞きしています。鑑定
意見書を書かれた方も非常に多かったようです

ね。
朝長　そうですね。納税者側、国側ともに相当
に力を込めた裁判だったことは間違いありませ
ん。国側では今村先生も鑑定意見書を書かれて
いますので2名ということになりますが、判決
文にもあるとおり、納税者側では、著名な7名
の税法学者が鑑定意見書を書かれています。国
側の担当者によると、これらの案件に関して
は、裁判官も相当慎重に取り組まれているよう
に見えた、とのことでした。このことからも窺
えるように、これらの事件が組織再編成に与え
る影響は非常に大きいものがあり、後々まで、
歴史的な裁判と評されることになると思いま
す。

――判決文を見ながらの詳しいお話は次回以降
に譲るとして、今回は、本件の内容を理解する

うえであらかじめ知っておいた方がよい点につ
いて、お話をお聞きしたいと思います。

※A社の株主である親会社に対するＢ社株の割当てを省略

【図7】 営業権に関する議論は不毛？

【図1】本件DESの概要（平成15年5月期）
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【図1】増額・減額改定の状況
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 寄付金 9,000万円 譲渡益 5,000万円   受贈益 9,000万円

「1億8,000万円」が連結課税所得に
※9,000万円の寄付金全額が損金不算入となる。なお、土地の譲渡益5,000万円は繰り延べられる。
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【図1】最高裁判決と法基通9－6－2、裁決事例の関係
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○最高裁平成16年12月24日判決
　その（金銭債権の）全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが、その
ことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、
債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれ
きなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って
総合的に判断されるべきものである。

○法基通9－6－2（回収不能の金銭債権の貸倒れ）
　法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収で
きないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金
経理をすることができる。

○沖裁（法・諸）平23第3号（平成23年11月10日裁決）
　請求人は、本件各金銭債権が回収不能とする判断材料の資料の保存もなく、債務者の資産状況
等を個別具体的に明らかにしていないことから、債権回収のための必要な労力等を総合的に衡量
したことの資料も確認できず、また、債権者側の事情を考慮することもできない。
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1　7～9月分（図中2～4）の報酬カット：
　　業績不振が理由

2　12月分（図中6）の報酬カット：
　　業績不振かつ従業員の横領発覚が理由

（報酬カット）

1　7～9月分（図中2～4）の報酬カット

　業績不振を理由に、7月1日開催の取締役会において7～9月分の役員報酬の15％

を一律カットする決議を行った（給与支給日は、毎月20日）

2　12月分（図中6）の報酬カット

　業績不振が継続し、かつ10月に従業員の横領が発覚したことにより、11月1日開

催の取締役会において12月分の役員報酬の15％を一律にカットする決議を行った。

1 2 3 4 5 6 7
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①総額型（恒久的措置）

（注１）中小企業技術基盤強化税制
（注２）特別試験研究に係る税額控除制度

試験研究費の総額×8％～10％

＋ ＋
中小企業（注1）、及び、産学官連携による
特別試験研究費（注２）は一律12％
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※平成21年度経済対策により21年度・22年度、つなぎ法により23年度は上限が30％に拡充

【図表】貸倒引当金に係る経過措置

（出典：財務省HP）
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　まず、ヤフー事件とIDCF事件の関係につい
て分かり易く教えてください。

朝長　これらの二つの事件は、図1・2のよう
な関係となっています。

――IDCSが「分割法人」であり、かつ「被合
併法人」でもある、ということですね。
朝長　そうですね。
　本件は、二つの別の話ではなく、ヤフーの合
併スキームとIDCFの分割スキームの合成ス
キームを実行した事案です。今回の判決を分析
するに当たっては、まずこの点を押さえておく
必要があります。二つの事件を別々に見ると、

誤った判断をしてしまうおそれがあります。
――合併と分割の当事者となる法人が重なって
おり、時期も前後して行われているわけですか
ら、別々に切り離して見るべきではないという
ことですか？
朝長　そうですね。ヤフー事件とIDCF事件
は、「ヤフー・IDCF事件」という一体のもの
と捉える必要があります。

――このスキームを考えたのは税務室長だと聞
いていますが、組織再編成税制をかなり勉強し

ないと、このような大きな税負担を減少させる
スキームを作ることはできないのではないで

ヤフーの合併スキームとIDCFの分割スキームの「合成スキーム」ヤフーの合併スキームとIDCFの分割スキームの「合成スキーム」

税務
4 4

室長がスキームを作ったのはなぜか税務室長がスキームを作ったのはなぜか

※A社の株主である親会社に対するＢ社株の割当てを省略

【図7】 営業権に関する議論は不毛？

【図1】本件DESの概要（平成15年5月期）
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負　債
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営業権

100％

（簿価500、時価700）

負　債資　産

＜債務超過会社のB/S＞

マイナスの
利益積立金
▲ 500資本金等（100）

（900）

　　　　　　A社の処理 B社の処理
 現金 1,000万円 土地 5,000万円 土地 1億円 現金 1,000万円
 寄付金 9,000万円 譲渡益 5,000万円   受贈益 9,000万円

【図2】債務者会社の経理処理

損益通算の範囲拡大イメージ

株式等

現　行

×

対価がA社株式ではないため、現行の税制では課税繰延は認められない。

㈪株式を交換することにより株式
　譲渡損益に対する課税が発生

①資産の移転により譲渡
　損益に対する課税が発生

三角合併の例

親会社

③債権を現物出資
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（消滅）
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株主

国内or外国会社

双方の株主総会特別決議が必
要であり、友好的に行われる。

DES

【図表2】連結親法人および連結法人（連結親法人＋連結子法人）の推移
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株式等を保有株式等を保有
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株式等
を保有

土地

【図表2】研究開発税制の概要（平成20年度改正後）

【図1】増額・減額改定の状況

 A社の処理 B社の処理
 現金 1,000万円 土地 5,000万円 土地 1億円 現金 1,000万円
 寄付金 9,000万円 譲渡益 5,000万円   受贈益 9,000万円

「1億8,000万円」が連結課税所得に
※9,000万円の寄付金全額が損金不算入となる。なお、土地の譲渡益5,000万円は繰り延べられる。

営業権に関する議論は不毛？
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特別関係会社常時使用従業員数
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（政府税制調査会資料に基づき作成）

事業計画の認定
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（経済産業省資料を元に作成）

（下線：編集部）
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法案成立遡 及 適 用遡 及 適 用

自民党

法人税率のさらなる引下げ、もしくは課税ベース拡大の取りやめ
公明党

法人税率を引き下げる前に、子ども手当を廃止すべき（高所得者層への支給はNG）
社民党

そもそも法人税率の引下げに反対

修正申告書提出までの経緯図

請求人の取締役
が、元経理事務員
による給料支給額
水増しについて、
税務署で事前説明

調査担当職
員が、請求人
に調査実施
の事前連絡

調査担当職
員が、請求人
の事務所に
臨場し、税務
調査を行う

請求人が、本件水
増し金額について、
修正申告書を提出

②増加型
試験研究費の増加額×5%

▶税制措置（法人税負担の軽減、個人所得税の特例）
▶研究開発拠点の特許料等の減免等

日本を拠点としたグローバル事業展開、国内雇用創出
高付加価値拠点の国内への立地
高度外国人材の呼び込み

③高水準型（売上高10％超過型）
売上高の10%を超える試験研
究費の額×控除率

【図1】最高裁判決と法基通9－6－2、裁決事例の関係

（出典：経済産業省）

総合特別区域推進本部（本部長：内閣総理大臣）

総合特別区域推進WG
総合特別区域基本方針（閣議決定）

総合特別区域指定申請
（国際戦略特別区域または地域活性化総合特別区域）
▶地方公共団体が地域協議会の協議等を経て申請
▶民間は地方公共団体に指定申請することの提案が可能
▶申請に併せ、新たな規制・制度改革や支援措置について提案

○最高裁平成16年12月24日判決
　その（金銭債権の）全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが、その
ことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、
債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれ
きなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って
総合的に判断されるべきものである。

○法基通9－6－2（回収不能の金銭債権の貸倒れ）
　法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収で
きないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金
経理をすることができる。

○沖裁（法・諸）平23第3号（平成23年11月10日裁決）
　請求人は、本件各金銭債権が回収不能とする判断材料の資料の保存もなく、債務者の資産状況
等を個別具体的に明らかにしていないことから、債権回収のための必要な労力等を総合的に衡量
したことの資料も確認できず、また、債権者側の事情を考慮することもできない。

国と地方の協議会 ※総合特別区域毎に設置
▶構成：国の関係行政機関、地方公共団体、
事業の実施主体（民間、NPO等）等

▶協議事項：新たな規制・制度の特例措置、税
制・財政・金融上の支援措置等
※協議の整った事項について構成員は尊重義務を負う
※総合特区継続中は継続的に開催し、PDCAサイ
クルを実施

地域協議会
▶地方公共
団体、実施
主体等に
より構成
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【図表3】試験研究税制の仕組み
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1　7～9月分（図中2～4）の報酬カット：
　　業績不振が理由

2　12月分（図中6）の報酬カット：
　　業績不振かつ従業員の横領発覚が理由

（報酬カット）

1　7～9月分（図中2～4）の報酬カット

　業績不振を理由に、7月1日開催の取締役会において7～9月分の役員報酬の15％

を一律カットする決議を行った（給与支給日は、毎月20日）

2　12月分（図中6）の報酬カット

　業績不振が継続し、かつ10月に従業員の横領が発覚したことにより、11月1日開

催の取締役会において12月分の役員報酬の15％を一律にカットする決議を行った。

1 2 3 4 5 6 7

カット分

①総額型（恒久的措置）

（注１）中小企業技術基盤強化税制
（注２）特別試験研究に係る税額控除制度

試験研究費の総額×8％～10％

＋ ＋
中小企業（注1）、及び、産学官連携による
特別試験研究費（注２）は一律12％

※
下
図
参
照

※平成21年度経済対策により21年度・22年度、つなぎ法により23年度は上限が30％に拡充

【図表】貸倒引当金に係る経過措置

（出典：財務省HP）

【改正前】

損金算入限度額

損金算入限度額

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

…

…

平成23年度

【改正後】
対象：銀行又は保険会社

等を除く大法人

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【図1】ヤフー事件
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【図2】 IDCF事件

【図3】合併の場合の「共同事業要件」の概要図
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――次に、ヤフー事件、IDCF事件それぞれを
理解するために押さえておくべき税法上の規定
について教えていただければと思います。ま
ず、ヤフー事件からお願いします。
朝長　ヤフー事件は、被合併法人であるIDCS
の繰越欠損金を合併によって合併法人であるヤ
フーに引き継いで損金算入して税負担を不当に
減少させたというものですので、法人税法132
条の2による否認が行われる前の課税関係、す
なわち、合併における被合併法人の繰越欠損金
の引継ぎに関する制度の仕組みである「みなし
共同事業要件」は、必ず知っておく必要があり
ます。
――「みなし共同事業要件」とは、要するに、
適格要件の厳しくない「100%グループ内の合
併」の要件をクリアして被合併法人の繰越欠損
金を合併法人に引き継がせようとするものに対
して、「共同事業要件」という厳しい適格要件
と同じような要件を課して、それをクリアした

ものだけに被合併法人の繰越欠損金の引継ぎを
認めるもの、と理解していますが、それでよろ
しいでしょうか？
朝長　概要は、そのようなものと考えてよいで
しょう。
　しかし、ヤフー事件の争点を正しく理解する
ためには、それだけでは足りません。
　まず、みなし共同事業要件とは何をするため
の要件であるのか、その仕組みはどうなってい
るのか、ということを正確に知っておく必要が
あります。
　みなし共同事業要件が何をするための要件で
あるのかを正確に知るためには、共同事業要件
とみなし共同事業要件の比較が有益です。
　次の図3・4は、ヤフー事件に関する私の1
通目の鑑定意見書の最初の部分に掲げた共同事
業要件とみなし共同事業要件の説明図です。
朝長　適格判定に関する共同事業要件は、図3
の「a」の期間の最後に被合併法人が保有して

しょうか。
朝長　通常、企業が組織再編成を行う場合に
は、グループの経営戦略を担う「経営企画室」
といった名称の部署が担当してスキームを作り
ます。「経営企画室」等は、組織再編成のス
キームを作る過程や作り終えた時点で、法制・
会計・税務などの関係部署に、法制・会計・税
制上の取扱いがどうなるのか、問題はないかと
いったことを尋ねます。
　組織再編成のスキーム作りは機密性が高いた
め、関係部署に知らされるのが「スキームが決
まった後」になり、これらの関係部署の担当者
から不満が出るというケースも珍しくありませ
ん。
――本件では、「経営企画室長」ではなく「税
務室長」がスキームを作ったという点が通常と

は異なっている、ということですね。
朝長　そうですね。組織再編成の実務を行って
いる人達からすると、「どうして、税務

4 4

室長が
組織再編成のスキームを作ったんだろう？」と
いう素朴な疑問が湧いてくるはずです。
――ソフトバンクでは、グループの経営戦略を
担当している部署はないのでしょうか。
朝長　そこまでは承知していませんが、中小企
業ではないわけですからね……。
――「税金を減らすことが目的でないのであれ
ば、なぜ税務

4 4

室長がスキームを作ることになっ
たのか説明して下さい」という話になるわけで
すね。
朝長　その点は詳しく説明する必要があります
ね。控訴審における原告の説明に注目したいと
思っています。

共同事業要件とみなし共同事業要件に共通するもの共同事業要件とみなし共同事業要件に共通するもの
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いる資産等をそのまま合併法人の「Y」の期間
の最初に帳簿価額のままで引き継がせるのか否
かを判定する要件となっています。
　これに対して、被合併法人の欠損金の引継ぎ
に関するみなし共同事業要件は、図4の「A」
の期間に生じた被合併法人の欠損金を合併法人
の「Y」の期間に引き継いで控除することがで
きるのか否かを判定する要件となっています。
　共同事業要件とみなし共同事業要件は、それ

ぞれの対象が被合併法人の資産等と被合併法人
の繰越欠損金という相違はありますが、これら
の「引継ぎ」を認めるために、従前の事業の状
態の継続を求めるという点では共通である、と
いうことです。
――なるほど。要するに、二つの要件には「従
前の事業の状態の継続を求める」という共通点
があるわけですね。

共同事業要件とみなし共同事業要件の “相違点” がカギに共同事業要件とみなし共同事業要件の “相違点” がカギに

※A社の株主である親会社に対するＢ社株の割当てを省略

【図7】 営業権に関する議論は不毛？

【図1】本件DESの概要（平成15年5月期）
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▲ 500資本金等（100）

（900）

　　　　　　A社の処理 B社の処理
 現金 1,000万円 土地 5,000万円 土地 1億円 現金 1,000万円
 寄付金 9,000万円 譲渡益 5,000万円   受贈益 9,000万円

【図2】債務者会社の経理処理

損益通算の範囲拡大イメージ

株式等
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対価がA社株式ではないため、現行の税制では課税繰延は認められない。
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DES

【図表2】連結親法人および連結法人（連結親法人＋連結子法人）の推移
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【図表2】研究開発税制の概要（平成20年度改正後）

【図1】増額・減額改定の状況

 A社の処理 B社の処理
 現金 1,000万円 土地 5,000万円 土地 1億円 現金 1,000万円
 寄付金 9,000万円 譲渡益 5,000万円   受贈益 9,000万円

「1億8,000万円」が連結課税所得に
※9,000万円の寄付金全額が損金不算入となる。なお、土地の譲渡益5,000万円は繰り延べられる。

営業権に関する議論は不毛？
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（政府税制調査会資料に基づき作成）

事業計画の認定
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（経済産業省資料を元に作成）

（下線：編集部）
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社民党

そもそも法人税率の引下げに反対

修正申告書提出までの経緯図

請求人の取締役
が、元経理事務員
による給料支給額
水増しについて、
税務署で事前説明

調査担当職
員が、請求人
に調査実施
の事前連絡
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の事務所に
臨場し、税務
調査を行う
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増し金額について、
修正申告書を提出

②増加型
試験研究費の増加額×5%

▶税制措置（法人税負担の軽減、個人所得税の特例）
▶研究開発拠点の特許料等の減免等

日本を拠点としたグローバル事業展開、国内雇用創出
高付加価値拠点の国内への立地
高度外国人材の呼び込み

③高水準型（売上高10％超過型）
売上高の10%を超える試験研
究費の額×控除率

【図1】最高裁判決と法基通9－6－2、裁決事例の関係

（出典：経済産業省）

総合特別区域推進本部（本部長：内閣総理大臣）

総合特別区域推進WG
総合特別区域基本方針（閣議決定）

総合特別区域指定申請
（国際戦略特別区域または地域活性化総合特別区域）
▶地方公共団体が地域協議会の協議等を経て申請
▶民間は地方公共団体に指定申請することの提案が可能
▶申請に併せ、新たな規制・制度改革や支援措置について提案

○最高裁平成16年12月24日判決
　その（金銭債権の）全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが、その
ことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、
債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれ
きなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って
総合的に判断されるべきものである。

○法基通9－6－2（回収不能の金銭債権の貸倒れ）
　法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収で
きないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金
経理をすることができる。

○沖裁（法・諸）平23第3号（平成23年11月10日裁決）
　請求人は、本件各金銭債権が回収不能とする判断材料の資料の保存もなく、債務者の資産状況
等を個別具体的に明らかにしていないことから、債権回収のための必要な労力等を総合的に衡量
したことの資料も確認できず、また、債権者側の事情を考慮することもできない。

国と地方の協議会 ※総合特別区域毎に設置
▶構成：国の関係行政機関、地方公共団体、
事業の実施主体（民間、NPO等）等

▶協議事項：新たな規制・制度の特例措置、税
制・財政・金融上の支援措置等
※協議の整った事項について構成員は尊重義務を負う
※総合特区継続中は継続的に開催し、PDCAサイ
クルを実施

地域協議会
▶地方公共
団体、実施
主体等に
より構成
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【図表3】試験研究税制の仕組み
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1　7～9月分（図中2～4）の報酬カット：
　　業績不振が理由

2　12月分（図中6）の報酬カット：
　　業績不振かつ従業員の横領発覚が理由

（報酬カット）

1　7～9月分（図中2～4）の報酬カット

　業績不振を理由に、7月1日開催の取締役会において7～9月分の役員報酬の15％

を一律カットする決議を行った（給与支給日は、毎月20日）

2　12月分（図中6）の報酬カット

　業績不振が継続し、かつ10月に従業員の横領が発覚したことにより、11月1日開

催の取締役会において12月分の役員報酬の15％を一律にカットする決議を行った。

1 2 3 4 5 6 7

カット分

①総額型（恒久的措置）

（注１）中小企業技術基盤強化税制
（注２）特別試験研究に係る税額控除制度

試験研究費の総額×8％～10％

＋ ＋
中小企業（注1）、及び、産学官連携による
特別試験研究費（注２）は一律12％

※
下
図
参
照

※平成21年度経済対策により21年度・22年度、つなぎ法により23年度は上限が30％に拡充

【図表】貸倒引当金に係る経過措置

（出典：財務省HP）

【改正前】

損金算入限度額

損金算入限度額

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

…

…

平成23年度

【改正後】
対象：銀行又は保険会社

等を除く大法人

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【図1】ヤフー事件
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【図2】 IDCF事件

【図3】合併の場合の「共同事業要件」の概要図
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【図3】合併の場合の共同事業要件の概要図
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朝長　そうですね。
　しかし、ヤフー事件に関しては、共同事業要
件とみなし共同事業要件の相違点を知っておく
ことがより重要です。
――みなし共同事業要件には「B」の期間があ

るところが違うということですか？
朝長　そうです。「B」の期間に生じた欠損金
は、特定資本関係が発生した後に生じた欠損金
であり、この欠損金に関しては、当然、合併法
人に引き継ぐ、ということになっています。共
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――みなし共同事業要件では、「B」の期間を
どのように考えているのでしょうか？
朝長　この「B」の期間をどのように考えてい
るのかということに関しては、みなし共同事業
要件を定めている法人税法施行令112条7項
（現法令112③）の中の「B」の期間に関して定
めた3号と4号を見る必要があります。
　この3号の規定を括弧書きを省略して引用す
ると、次のとおりです。

三　被合併等事業が当該適格合併等に係る被
合併法人等と合併法人等との間に特定資本
関係の生じた時から当該適格合併等の時ま
で継続して営まれており、かつ、当該被合併
法人等特定資本関係発生時と当該適格合併
等の直前の時における当該被合併等事業の
規模の割合がおおむね2倍を超えないこと。

　この規定から分かるとおり、「B」の期間に
おいては、被合併法人の事業について「その規
模がおおむね2倍を超えるような変更をしない
こと」とされています。4号の規定は、「B」の
期間において、合併法人の事業について「その
規模がおおむね2倍を超えるような変更をしな
いこと」というものです。
　「B」の期間は、特定資本関係が生じた後の

期間であり、特定資本関係にある合併法人が被
合併法人の事業の状態に変更を加えるといった
ことが容易に行い得る期間となっているわけで
すが、「A」の期間における事業の状態がその
まま「Y」の期間に引き継がれていなければな
らないということになれば、必然的に、この
「B」の期間においては「被合併法人の事業の
状態に変更を加えずにその事業を引き継いでい
る」ということを要件として追加しなければな
らないこととなるわけです。　
――つまり、「A」の期間に事業を変更したと
いうことであればよいけれども、「A」の期間
において行っていた事業を「B」の期間におい
て変更したということであれば、「A」の期間
において生じた被合併法人の繰越欠損金は合併
法人に引き継がせない、ということですね。
朝長　そういうことです。
　共同事業要件とは異なり、みなし共同事業要
件においては、特定資本関係の発生以後も被合
併法人等の事業を組織再編成の時まで従前どお
りに続けて引き継ぐことを求めており、その間
に被合併法人等の事業の状態を大きく変更する
という場合には、特定資本関係発生前の被合併
法人等の欠損金を組織再編成後の合併法人等に
引き継いで控除することを認めない、という考

同事業要件のように、合併直前
4 4 4 4

の繰越欠損金に
ついて要件（みなし共同事業要件）を付して引
継ぎを認めるという仕組みにはなっていませ
ん。みなし共同事業要件によって引継ぎを認め
るのか否かを判定する対象となるのは、特定資

4 4 4

本関係発生前
4 4 4 4 4 4

の繰越欠損金であるわけです。
　ヤフー事件の場合には、特定資本関係が発生
した時から合併の時までの期間が短いため、そ
の期間内に事業年度が終了するということがな
く、みなし共同事業要件で引継ぎを認める繰越

欠損金がどのような欠損金であるのかというこ
とが分かりにくくなっています。
――みなし共同事業要件においては、共同事業
要件とは異なり、被合併法人の合併前の期間を
「特定資本関係の発生の前後で分けて捉える」
こととされており、この「分けて捉える」とい
う点が重要だ、ということですね？
朝長　そうです。みなし共同事業要件において
は、特にこの「B」の期間をどのように考えて
いるのかを正しく知ることが重要となります。

特定資本関係の発生の前後の期間に “真逆” の考え方が存在特定資本関係の発生の前後の期間に “真逆” の考え方が存在
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え方が採られているわけです。
――現実には、特定資本関係が発生した後は、
合併法人となる法人が被合併法人となる法人の
過半数の株式を持って支配しているわけですか
ら、その被合併法人となる法人の事業に関して
抜本的な見直しが行われるといったことも十分
にあり得ることだと思いますが、税の観点から
すると違った見方になるわけですね。
朝長　当たり前のことですが、税制は税の理論
で創ることになりますからね。
――みなし共同事業要件において、「A」の期

間と「B」の期間にこのような真逆とも言える
ような大きな考え方の違いがあるとは全く気付
きませんでした。
朝長　制度を正しく理解しないと、誤った対応
をしてしまいますからね。
　実務をやっていると、この種の話はそれほど
珍しいことではありません。先般の税務訴訟で
も、似たようなことがありました。
――税務紛争になるような事案であればあるほ
ど、制度を深く理解することがいかに大事か、
ということですね……。

――ところで、ヤフー事件で問題となっている
特定役員引継要件は、法人税法施行令112条7
項の1号から4号までの要件ではなく、5号の
要件となっていますよね。
朝長　そうですね。1号・5号の要件は、1号か
ら4号までの要件の代替要件となっており、ヤ
フー事件では、1号・5号の要件の内の5号の要
件の解釈が問われているわけです。
――先程の3号と4号のお話は5号の話とも関
係する、ということでしょうか？
朝長　先程の話は、7項全体の考え方の話で

す。みなし共同事業要件がどのような考え方で
出来ているのかということを共同事業要件との
比較で説明したわけです。
　1号・5号の要件が1号から4号までの要件の
代替要件として設けたものであることは、組織
再編成税制の創設当初からお話してきたとおり
ですが、当然、この1号・5号の要件の解釈も、
先程のみなし共同事業要件の考え方を踏まえて
行っていただく必要があります。
――なるほど。そこは異論のないところです
ね。

――次にIDCF事件を理解するために押さえて
おくべき税法上の規定について教えていただけ
ればと思います。
朝長　IDCF事件に関しては、分割に際して分割
承継法人であるIDCFに資産調整勘定を計上し
て一部を損金算入し、税負担を不当に減少させ
たというものですから、分割において資産調整
勘定が計上される仕組みを知っておく必要があ
ります。ここはあまり複雑な話ではありませんが。
――適格分割であれば資産調整勘定が計上され

ないが、非適格分割であれば資産調整勘定が計
上されて5年間で損金になる、ということです
か？
朝長　そうですね。「のれん」のある事業を分
割で移転する場合には、その分割を非適格分割
とすれば、税制上、その「のれん」に対応する
資産調整勘定が計上されることになってそれが
損金になる、ということくらいですね。
――ありがとうございました。次回以降も引き
続きよろしくお願いいたします。

1号・5号は1号~4号の趣旨・目的を踏まえた解釈が必要

IDCF事件の非適格分割における資産調整勘定の計上

1号・5号は1号~4号の趣旨・目的を踏まえた解釈が必要

IDCF事件の非適格分割における資産調整勘定の計上


